








訪問診療

神経難病患者在宅医
療支援事業
（東京都）

プリオン病（クロイツフェルト・ヤコブ病《CJD》）等神経難病にり患し
ている方に対して、担当医が診療に疑問を抱いた時、CJD専門医に支援チー
ム派遣の依頼をした上派遣されます。

問合せ先：東京都保健医療局保健政策部疾病対策課在宅難病事業担当
📞03(5320)4477

在宅難病患者訪問診
療事業
（東京都）

寝たきり等で通院が困難な在宅難病患者（要介護４以上又は身体障害者手
帳１、２級相当の状態にある方）に対し、専門医を中心とした医療チームが
訪問診療を行っています。かかりつけ医にご相談ください。

難病患者在宅レスパイト

難病患者在宅レスパ
イト事業（東京都）

在宅療養中の人工呼吸器使用難病患者さんの介護者が、一時的に在宅で介
護することが困難となった場合に、患者さんの自宅に看護人を派遣します。
（医療保険に基づく訪問看護の代わりに利用することはできません。）

問合せ先：東京都訪問看護ステーション協会 📞03(5843)5930

メール：info2023@tokyohoukan-st.jp

【事業の詳細、申請書、利用可能な訪問看護ステーションのリスト】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/ser
vice/zaitaku/respite.html

一時入院事業

在宅難病患者一時入
院事業（東京都）

難病医療費等助成の対象疾病にり患しており、家族等介護者の疾病・事故
その他の事情により、一時的に介護を受ける必要のある方が、原則１か月間
（年間90日利用可）都立病院を含む13医療機関（19病床）のいずれか空い
ている病院に入院ができます。

問い合わせ先：💛管轄保健センター

在宅療養者緊急一時
入院病床確保事業
（新宿区）

在宅療養の状況にあり、かかりつけ医が必要と認める場合に、区指定病院
（東京新宿メディカルセンター・東京山手メディカルセンター・大久保病
院）へ最長14日間緊急一時入院ができます。

問い合わせ先：健康部健康政策課地域医療係
📞03(5273)3839
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医療機器貸与

在宅難病患者医療機
器貸与事業
（東京都）

難病医療費等助成の対象疾病を主な原因として在宅療養生活で吸入器・吸
引器を必要としていて、主治医の同意を得ている方に対して、吸入器・吸引
器を無料で貸し出します。
（注：障害者総合支援法等の施策の対象となる方は対象外です。）
問い合わせ先：💛管轄保健センター

医療機器貸与者訪問
看護事業（新宿区）

上記事業により東京都から医療機器の貸与を受けている方に対して、週１
回看護師を派遣します。（派遣には条件があります。）
問い合わせ先：💛管轄保健センター

在宅人工呼吸器使用
難病患者訪問看護事
業
（東京都）

難病医療費等助成の対象疾病を主な原因として在宅療養生活で人工呼吸器
を使用していて、訪問看護ステーション等が訪問看護療養費等による算定と
は別に行う訪問看護を実施することが必要と主治医が認めている方に対して、
訪問看護を実施します。
問い合わせ先：💛管轄保健センター

在宅人工呼吸器使用
難病患者非常用電源
設備整備事業
（東京都）

医療機関が、在宅療養中の人工呼吸器使用難病患者さんに対し、電力不足
に備えて自家発電装置または無停電装置を無償で貸与する場合、その購入費
を補助しています。
問合せ先：東京都保健医療局保健政策部疾病対策課在宅難病事業担当

📞03(5320)4477

障害児（者）・小児慢性特定疾病児童事業・
移行期医療支援体制整備事業

在宅重症心身障害児
（者）等訪問事業
（東京都）

在宅で生活をする重症心身障害児（者）及び医療的ケア児に対し、看護師
がご家庭を訪問し、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談等の支援
を行います。
問い合わせ先：💛管轄保健センター

小児慢性特定疾病児
童等日常生活用具給
付事業 （新宿区）

小児慢性特定医療受給者証を所持し、在宅療養可能と医師が判断した方に
対して日常生活用具を給付します。給付希望品目の対象者であることが条件
となります。所得に応じた自己負担額が発生します。（注：児童福祉法、障
害者総合支援法等の施策の対象となる方は対象外です。）

※詳細は「新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内」
をご覧ください。
問い合わせ先：💛管轄保健センター

小児慢性特定疾病児
童等自立支援事業
（東京都）

小児慢性医療受給者証を所持している方に、電話やピアカウンセリングに
よる相談支援や、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援、遊びのボ
ランティア派遣、交流会、学習支援を行っています。

※詳細は東京都ホームページをご覧ください。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syo
man/syoumanziritsu.html

成人期医療への移行
（移行期医療支援体
制整備事業）
（東京都）

小児期から慢性疾患を抱える方が、子どもから大人になったときに、それ
ぞれにあった医療を受けるためのサポートをします。東京都移行期医療支援
センターでは成人期医療への準備について相談ができます。関係機関も相談
が可能です。

※詳細は東京都ホームページをご覧ください。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syo
man/ikouki.html
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